
伊勢原市次世代育成支援対策推進委員会設置要綱

（設置）

第１条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）の規定に基づき、

伊勢原市次世代育成支援対策行動計画（以下「行動計画」という。）を総合的か

つ効率的に推進するため、伊勢原市次世代育成支援対策推進委員会（以下「推進

委員会」という。）を設置する｡

（所掌事務）

第２条 推進委員会は、次に揚げる事項を所掌する。

（1) 行動計画の進行管理及び見直しに関すること。

（2) 次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進のための調査、検討及び調整

に関すること。

（3）その他次世代育成支援対策の推進に必要な事項に関すること｡

（組織）

第３条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する｡

２ 委員長、副委員長及び委員には別表の職にある者をもって充てる｡

（委員長及び副委員長）

第４条 委員長は、推進委員会の会務を総理し、推進委員会を代表する｡

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

（会議）

第５条 推進委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長

は、会議の議長となる。

（部会）

第６条 推進委員会には必要に応じ、専門的な調査・研究を行うため、職員の中か

ら会員を指名し、部会を置くことができる｡

（有識者等の出席）

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に有識者等の出席を求め、そ

の意見を聞き、又は説明を求めることができる。

（庶務）

第８条 推進委員会の庶務は、次世代育成支援行動計画主管課において処理する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が会議に諮って定める｡

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成１９年４月１２日告示第９５号）



この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市次世代育成支援対策推進委

員会設置要綱の規定は、平成１９年４月１日から適用する。
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保育課長
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青少年課長

都市部門 都市総務課長

公園緑地課長

建築指導課長
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土木維持補修課長

道路整備課長

教育部門 教育総務課長

学校教育課長

指導室長

教育センター所長

社会教育課長

図書館長

子ども科学館長


